
福井市社協では、快気祝いや香典返しなど、善意の
ご寄付をお待ちしています。お寄せいただいたご
浄財は、ボランティア活動の推進や、各種社会福祉
事業などに活用させていただきます。皆さまの温
かいご支援をお願いいたします。

収集ボランティア協力
（使用済切手、使用済テレホンカード等）

寄付・寄贈・預託 ご協力
ありがとうございました

平成25年10月5日～平成25年11月30日
（敬称略、順不同）

寄　付
♥福井市不死鳥民謡の会･･･････････････20,000円
♥匿名 ･･･････････････････････････････････････3,878円
♥匿名 ･････････････････････････････････････10,000円

♥高山　キノヰ　♥木田公民館　♥松本公民館
♥明倫中学校生徒会　♥匿名　♥匿名

※本会への寄付金は税制上の優遇措置の対象となります。

苦情受付窓口を設置しています
―お気軽にご利用ください―

福井市社協では、サービス利用者からの苦情に適切に対
応していくため、本所、各児童館に苦情受付担当者を置き、
苦情の解決に努めています。また、苦情の解決にあたり中
立・公正な立場から助言を行なう第三者委員として、3名の
方にお願いしています。
当会に対する苦情や要望は、各苦情受付担当者または第

三者委員がお受けいたします。

貸 付 制 度 の ご 案 内貸 付 制 度 の ご 案 内貸 付 制 度 の ご 案 内貸 付 制 度 の ご 案 内

くわしくは、
福井県社協 福祉のまちづくり推進課 （TEL.24-4987）、福井市社協 地域福祉課 （TEL.26-1853）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  までお問い合わせください。

～貸付をご利用になるには、いくつかの要件があります。～～貸付をご利用になるには、いくつかの要件があります。～

●生活福祉資金貸付制度●
所得の少ない世帯、障害者や介護を必要とする高齢者
がいる世帯の生活の安定と経済的自立を支援するため
の貸付制度です。
〈貸付資金の種類〉　総合支援資金／福祉資金／教育支
援資金／不動産担保型生活資金

●臨時特例つなぎ資金貸付制度●
住居を失った離職者の方で、「就職安定資金」（ハロー
ワーク）や「住宅手当」（福祉事務所）等の申請が受理さ
れており、これら公的制度の貸付や給付が始まるまで
の間の生活を支援する貸付制度です。

　福井県立盲学校では、病気や事故などによる中途での失明や、視覚障
害で悩んでいる方々の将来につながるよう、卒業後に理療師（あん摩マ
ッサージ指圧師・はり師・きゅう師）国家試験の受験資格が取得できる学
科を設けております。受験を希望される方は、下記までご相談ください。

【募 集 学 部】

【身 体 条 件】

【出 願 期 間】
【受 付 時 間】

【お 問 合 せ】

●幼稚部（満3歳～ 5歳までの幼児）
●高等部本科普通科・本科保健理療科
　（中学校卒業または卒業見込みの人）
●専攻科理療科（高校卒業または卒業見込みの人）
●両眼の矯正視力がおおむね０.３未満の人
●視力以外の視機能障害が高度な人のうち、拡大鏡等
を使用しても通常の文字や図形を認識することが不
可能または著しく困難な人
1月14日㈫～ 1月20日㈪まで
9時～ 16時（土日を除く）

福井県立盲学校　入学者選考係
原目町39-8　TEL. 54-5280

福井県立盲学校入学案内

氏 　 名 役 　 職 連 絡 先

苦 情 受 付
担 当 者

平 　  重 道 総務企画課長
２６－１８５３

竹 内  倫 自 地域福祉課長

※児童館においては、館長が苦情を受付いたします。

第 三 者 委 員

小林 きよ子 学 識 経 験 者 ３５－０７７５

中 尾  　 亨 司 法 書 士 ２９－１０２１

大 関  賢 治 社 会 福 祉 士 ９８－５１９８

苦情解決責任者 三ツ屋 建治 事 務 局 長 ２６－１８５３
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